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国家公務員共済組合連合会 舞 鶴共済病院
院長     多 々見 良 三1 0 3 5番 地

F

「

「

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事

平成 18 年 4 月 平成  20 年 月

を推進することにより、エネルギー消

(19  )年 度

Cそ の他排出区分
Ⅲ,              3,344 t

温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減畳

自然エネルギーを利用 した電
力又ほ熱の供給

担 当 者 氏 名

フ ァ ク シ ミ リ番 号

の増加等 ること た、平成 19年 度より、
5カ 年計画 われ、建物の解体による延べ床面積の減少や、新築工事による延ぺ床

より、17年 度 ・18年 度と比較することが困難な状況にあるが、次

・ブ内保 以 修 上 争 7J｀

診療科の増力「や病
を実施する。

と 1骸 当する□には、レ印を記入してくださしヽ 特定事業者以外て白主参加される啓業者の方は、レ印の記入は不要でえ

2 f基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「宮標年度」とは計画期間の最終年度をいいま汽
3 '事業所等擁出区分」とは、京都府内の専業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温皇効果〃スを、 f輸 送車両排出区分」と

は、自動章運送学業者については使用のネ拠の位置を京柳付内とする要両の排出する温童効果ガスを、隊道事茉者については保有する使物車両又
は旅客車両の排出する工童効果ガスを、 「その他排出区分Jと は 上記以外の京都府内における事業所尊の事業活動に伴い発生する温室効果ガス
をV いヽますぁ

4「 特能事項Jに !よ平成2年度 (1990年 度)を基準としたリト山出の対比やエネルギー源革位CO夕排出曇、省エネ製品開発などftl者のlB室効果
ガスF74出削減への寅駄、グツーン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外のl■室効果ガスの高J滅などを記入してください。


